
○岡山市開発行為の許可基準等に関する条例 

平成１３年６月２７日 

市条例第４４号 

改正 平成１４年６月２８日市条例第４３号 

平成１５年２月２５日市条例第１５号 

平成１６年６月２４日市条例第３７号 

平成１９年９月２８日市条例第６２号 

平成２３年３月１６日市条例第３９号 

平成２６年７月１日市条例第１０６号 

令和３年１２月２３日市条例第７８号 

（目的） 

第１条 この条例は，都市計画法（昭和４３年法律第１００号。以下「法」という。）に

定めるもののほか，市街化調整区域における開発行為の許可基準等に関し必要な事項を

定めることにより，地域の特性に応じた土地利用の誘導を行い，良好な住環境を保全す

ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において使用する用語は，この条例に特段の定めのない限り，法におい

て使用する用語の例による。 

２ この条例において次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めるところによる。 

（１） 自己の居住の用に供する建築物 開発行為をしようとする個人が，自らの生活

の本拠として建築し，所有し，及び継続的に使用する建築物をいう。 

（２） 自己の業務の用に供する建築物 開発行為をしようとする者が，自ら建築し，

所有し，及び継続的に自己の業務に係る経済活動を行うために使用する建築物をいう。 

（３） 小売業を営む店舗 別表に定める小売業の用途に供する建築物をいう。 

（４） 延長敷地 建築物の敷地が，通路状の敷地部分のみによって，建築基準法（昭

和２５年法律第２０１号）に規定する道路に接続する敷地形態をいう。 

（新たに開発を許容する土地の区域） 

第３条 法第３４条第１１号の規定による開発行為のうち，この条例で指定する土地の区



域は，次のとおりとする。ただし，当該区域には，都市計画法施行令（昭和４４年政令

第１５８号）第２９条の９各号に掲げる区域を含まないものとする。 

（１） 市街化調整区域のうち，５０以上の建築物が連たんしている地域（建築物の敷

地相互間の水平距離が５５メートル以内に位置している５０以上の建築物が，帯状，

放射状又は円形状等に連延している地域（その地域内の任意の建築物の敷地からの距

離が，５５メートル以内に位置する土地を含む。）をいう。ただし，建築物の敷地相

互間の距離には道路，道，河川（吉井川，旭川，百間川，笹ヶ瀬川，足守川，倉敷川

及び砂川（旭川水系）を除く。）及び池等の幅員は含まないものとする。）。ただし，

次号から第８号までに掲げる土地の区域は除く。 

（２） 次のア，イ又はウに掲げる行政区画の地内中，一般国道２号の沿線に位置する

土地の区域であって，アについては別図第１の１，イについては別図第１の２，ウに

ついては別図第１の３に図示する土地の区域 

ア 沖元，倉益，倉富及び倉田 

イ 古新田，大福，妹尾，山田及び箕島 

ウ 西大寺中野 

（３） 藤田地内中，一般国道３０号の沿線に位置する土地の区域であって，別図第２

に図示する土地の区域 

（４） 大安寺南町二丁目，野殿東町及び野殿西町地内中，一般県道川入厳井線の沿線

に位置する土地の区域であって，別図第３に図示する土地の区域 

（５） 津高，富原及び横井上地内中，一般国道５３号の沿線に位置する土地の区域で

あって，別図第４に図示する土地の区域 

（６） 倉田，江崎及び藤崎地内中，主要地方道岡山玉野線の沿線に位置する土地の区

域であって，別図第５に図示する土地の区域 

（７） 西大寺浜，西大寺川口及び西大寺五明地内中，主要地方道岡山牛窓線の沿線に

位置する土地の区域であって，別図第６に図示する土地の区域 

（８） 宍甘，下及び長利地内中，一般県道九蟠東岡山停車場線の沿線に位置する土地

の区域であって，別図第７に図示する土地の区域 

２ 市長は，一般の閲覧に供するために，前項第２号から第８号までで指定する土地の区



域を２５００分の１の縮尺で図示した図書を所管課に備え置くものとする。 

（予定建築物等の用途） 

第４条 法第３４条第１１号の規定による開発行為のうち，この条例で定める開発区域及

びその周辺の地域における環境の保全上支障があると認められる予定建築物等の用途は，

前条第１項第１号で指定する土地の区域においては，第１号に掲げる建築物以外の建築

物とし，同項第２号から第８号までで指定する土地の区域においては，次の各号に掲げ

る建築物以外の建築物とする。 

（１） 自己の居住の用に供する建築物であって，次のいずれかに該当するもの 

ア 建築基準法別表第２（い）項第１号に規定する住宅で，戸建てのもの 

イ 建築基準法別表第２（い）項第２号に規定する住宅で，戸建てのもの 

（２） 自己の業務の用に供する建築物であって，事業内容が次のいずれかに該当する

もの 

ア 流通業務市街地の整備に関する法律（昭和４１年法律第１１０号）第２条第１項

に規定する流通業務施設 

イ 光通信又は電気通信に係る研究所（光通信又は電気通信に関する基礎研究又は応

用研究を行う事業所をいう。） 

ウ ソフトウェアハウス（顧客の委託により，コンピュータのプログラムを作成する

事業所をいう。） 

エ システムハウス（コンピュータのシステム設計，ソフトウェア開発又は各種の機

器を組み合わせるシステムの組立て等を行う事業所をいう。） 

オ 高度情報処理産業に係る事業所（コンピュータ及び光通信等の高度情報通信ネッ

トワークを利用し，各種の応用分野において高度な情報処理を行う事業所をいう。） 

（３） 自己の業務の用に供する建築物であって，次に掲げる要件のいずれをも満たす

もの 

ア 次のいずれかに該当する建築物であること。 

（ア） 社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第２条第１項に規定する社会福祉

事業の用に供する施設である建築物 

（イ） 医療法（昭和２３年法律第２０５号）第１条の５第１項に規定する病院の



用に供する施設である建築物 

（ウ） 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する学校の用に供す

る施設である建築物 

イ その他規則で定める要件を満たす建築物であること。 

（４） 自己の業務の用に供する建築物であって，市長が地域の活性化等に寄与するも

のと認める小売業を営む店舗 

２ 市長は，前項第３号又は第４号に規定する建築物を目的とした開発行為で，開発区域

の面積が１ヘクタール以上であるものについては，あらかじめ岡山市都市・消防政策審

議会（岡山市基本政策等に関する審議会設置条例（平成２３年市条例第７号）に基づき

設置された審議会をいう。）の議を経るものとする。 

（建築物の敷地等に関する制限） 

第５条 自己の居住の用に供する建築物を建築する目的で行う開発行為をしようとする場

合には，当該建築物の敷地は，建築基準法第４２条第１項各号に規定する道路に接続す

ることができる敷地又は同法第４３条第２項第１号の規定による認定若しくは同項第２

号の規定による許可を得られる幅員４メートル以上の公道に接続することができる敷地

とする。 

２ 前項の場合において，建築物の敷地が延長敷地のときは，当該延長敷地は奥一宅地（接

続道路より２区画目までの敷地をいう。）までとし，その通路状の敷地部分の距離は２

５メートル以下とする。 

第６条 前条に規定するもののほか，開発区域内の土地における建築物の敷地等に関する

制限は，規則で定める。 

（他法令による開発の制限） 

第７条 第３条から前条までの規定にかかわらず，開発区域内の土地が農地法（昭和２７

年法律第２２９号）等の他の法令の規定による制限に係るものであるときは，それに従

うものとする。 

（良好な環境の街区の整備等） 

第８条 市長は，良好な環境の街区の整備及び保全を図るため，次に掲げる土地の区域に

おいて開発行為を行おうとする者に対し，空地の確保等，必要な措置を行うよう求める



ことができるものとする。 

（１） 区画整理事業等の面的整備のための事業が予定されている土地の区域 

（２） 開発行為が無秩序に行われ，又は行われると見込まれる一定の土地の区域で，

公共施設の整備の状況，土地利用の動向等からみて不良な環境の街区が形成されるお

それがあるもの 

２ 前項の規定により必要な措置を行うことを求められた者は，その求めに応じ，開発行

為を行うよう努めなければならない。 

（準用） 

第９条 第３条，第４条，第６条，第７条及び第８条の規定は，法第４２条第１項ただし

書又は法第４３条第１項本文の規定による建築物の新築，改築又は用途の変更を行おう

とする者について準用する。 

（委任） 

第１０条 この条例に定めるもののほか，この条例の施行に関し必要な事項は，市長が別

に定める。 

附 則抄 

１ この条例は，平成１３年７月１日から施行する。 

附 則（平成１４年市条例第４３号） 

この条例は，平成１４年７月１日から施行する。 

附 則（平成１５年市条例第１５号） 

この条例は，平成１５年４月１日から施行する。 

附 則（平成１６年市条例第３７号） 

１ この条例は，平成１６年７月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

２ この条例による改正後の岡山市開発行為の許可基準等に関する条例附則第３項の規定

は，施行日以後に新築に着手する建築物から適用する。 

附 則（平成１９年市条例第６２号） 

この条例は，平成１９年１１月３０日から施行する。 

附 則（平成２３年市条例第３９号） 

この条例は，平成２３年４月１日から施行する。 



附 則（平成２６年市条例第１０６号） 

１ この条例は，平成２７年７月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

２ 改正後の岡山市開発行為の許可基準等に関する条例（以下「新条例」という。）の規

定は，施行日以後に行われる都市計画法（昭和４３年法律第１００号。以下「法」とい

う。）第３０条第１項の規定による申請（以下この項において「申請」という。）に係

る法第２９条第１項及び法第３５条の２第１項本文の許可について適用し，施行日前に

行われた申請に係るこれらの許可については，なお従前の例による。 

３ 新条例の規定は，施行日以後に行われる申請に係る法第４２条第１項ただし書及び法

第４３条第１項本文の許可について適用し，施行日前に行われた申請に係るこれらの許

可については，なお従前の例による。 

附 則（令和３年市条例第７８号） 

１ この条例は，令和４年４月１日から施行する。ただし，第５条第１項の改正規定は，

公布の日から施行する。 

２ 改正後の第３条（第９条において準用する場合を含む。）の規定は，この条例の施行

の日（以下「施行日」という。）以後に行われる申請に係る都市計画法（昭和４３年法

律第１００号。以下「法」という。）第２９条第１項，法第４２条第１項ただし書及び

法第４３条第１項本文の許可（以下これらを「開発許可」という。）並びに施行日以後

に行われる法第２９条第１項の許可に係る法第３５条の２第１項本文の許可（以下「変

更許可」という。）について適用し，施行日前に行われた申請に係る開発許可及び施行

日前に行われた法第２９条第１項の許可に係る変更許可については，なお従前の例によ

る。 

別表（第２条関係） 

中分類    小分類    細分類 

５６ 各種商品小売業 

５６１ 百貨店，総合スーパー 

５６９ その他の各種商品小売業（従業者が常時５０人未満のもの） 

５７ 織物・衣服・身の回り品小売業 



５７１ 呉服・服地・寝具小売業 

５７２ 男子服小売業 

５７３ 婦人・子供服小売業 

５７４ 靴・履物小売業 

５７９ その他の織物・衣服・身の回り品小売業 

５８ 飲食料品小売業 

５８１ 各種食料品小売業 

５８２ 野菜・果実小売業 

５８３ 食肉小売業 

５８４ 鮮魚小売業 

５８５ 酒小売業 

５８６ 菓子・パン小売業 

５８９ その他の飲食料品小売業 

５９ 機械器具小売業 

５９１ 自動車小売業 

５９１３ 自動車部分品・附属品小売業 

５９１４ 二輪自動車小売業（原動機付自転車を含む。）

５９２ 自転車小売業 

５９３ 機械器具小売業（自動車，自転車を除く。） 

６０ その他の小売業 

６０１ 家具・建具・畳小売業 

６０２ じゅう器小売業 

６０３ 医薬品・化粧品小売業 

６０４ 農耕用品小売業 

６０５ 燃料小売業 

６０５２ 燃料小売業（ガソリンスタンドを除く。） 

６０６ 書籍・文房具小売業 



６０７ スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業 

６０８ 写真機・時計・眼鏡小売業 

６０９ 他に分類されない小売業 

備考 この表に掲げる分類は，日本標準産業分類（平成２５年総務省告示第４０５号）

に掲げる大分類Ⅰ―卸売業，小売業の中分類，小分類及び細分類を参照し定めるもの

とする。 

別図第１の１（第３条関係） 

 

別図第１の２（第３条関係） 

 

別図第１の３（第３条関係） 



 

別図第２（第３条関係） 

 

別図第３（第３条関係） 



 

別図第４（第３条関係） 

 

別図第５（第３条関係） 



 

別図第６（第３条関係） 

（ただし，新産業ゾーンの区域は除く。） 

 

別図第７（第３条関係） 



 

 


